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広報あぐい　２００６年８月１日号

自己負担割合
所得区分の判定基準が変わりました高齢者の医療費

※　１０月１日から一定以上所得者の自己負担割合
が、２割から３割に引き上げられます。

　所得区分に応じて自己負担割合などが異なりますが、その所得区分を判定する基準が変わります。

平成１８年８月１日から平成１８年７月３１日まで

判　　定　　基　　準
所得
区分

�

判　　定　　基　　準
所得
区分

　一定以上所得者、低所得Ⅰ、Ⅱのいずれ
にもあてはまらない方。

一
般

　一定以上所得者、低所得Ⅰ、Ⅱのいずれ
にもあてはまらない方。

一　

般

　７０歳以上の方および老人保健の方のうち、
１人でも一定の所得（課税所得が１４５万
円）以上の方が同一世帯にいる方。

　ただし、７０歳以上の方および老人保健の
方の収入の合計が、２人以上であれば５２０
万円未満、１人の場合は３８３万円未満の方
は、申請により ｢一般」の区分と同様にな
ります。
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　７０歳以上の方および老人保健の方のうち、
１人でも一定の所得（課税所得が１４５万
円）以上の方が同一世帯にいる方。

　ただし、 ７０ 歳以上の方および老人保健の
方の収入の合計が、２人以上であれば６２１
 万円未満、１人の場合は４８４万円未満の方
は、申請により ｢一般」の区分と同様にな
ります。
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同一世帯の全員が住民税非課税の方。（低所
得Ⅰ以外）
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　同一世帯の全員が住民税非課税の方。（低
所得Ⅰ以外）

低
所
得
Ⅱ

　同一世帯の全員が住民税非課税で、その
世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控
除（年金の所得は控除額を８０万円とする）
を差し引いたときに０円になる世帯の方。

低
所
得
Ⅰ

　同一世帯の全員が住民税非課税で、その
世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控
除（年金の所得は控除額を６５万円とする）
を差し引いたときに０円になる世帯の方。

低
所
得
Ⅰ

＊　所得区分の判定は毎年行われ、前年の課税所得により８月から新しい所得区分が適用されます。
　また、低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、入院の際に ｢限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますの
で、申請をしてください。

■自己負担割合
平成１８年９ 月３０日まで

２　 割一定以上所得者

１　 割一般、低所得Ⅰ・Ⅱ

　税制改正で公的年金等控除の見直し、老年者控除の廃止、老年者に関する住民税非課税措置の廃止などが行
われたことにより、８月から老人保健医療受給者証、国民健康保険（７０歳以上）の高齢受給者証で医療を受け
ている方の、所得区分の判定基準が変わりました。　
　変更に伴い、所得区分が上がる方のために経過措置がとられます。

□問い合わせ先　保険課�（４８）１１１１（内２５７・２１４）


